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市
で
は
、
豊
か
な
自
然
と
快
適
な
生
活
環
境
の

中
で
、
だ
れ
も
が
健
康
で
生
き
が
い
を
持
つ
こ
と

の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
昨
年
七
月
か

ら
今
年
一
月
ま
で
全
十
一
回
の
内
容
で
「
健
康
文

化
都
市
大
学
」
を
開
校
し
ま
し
た
。

こ
の
大
学
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
心
と
体
の

健
康
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
環
境
や
ま
ち
の
歴
史

・
文
化
な
ど
、
幅
広
い
視
点
か
ら
健
康
な
ま
ち
づ

く
り
に
つ
い
て
学
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

今
回
は
、
こ
の
大
学
を
卒
業
し
た
皆
さ
ん
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
込
め
て
ま
と
め
た
卒
業
文
集

か
ら
、
感
想
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

担
当

企
画
政
策
課
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０
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座
間
市
に
住
ん
で
二
十
年
以
上

た
ち
ま
す
が
、
今
ま
で
あ
ま
り
市

の
催
し
な
ど
に
参
加
し
た
こ
と
が

な
く
、
最
初
は
講
座
に
参
加
す
る

こ
と
が
不
安
で
し
た
が
、
始
ま
っ

て
み
る
と
毎
回
の
講
座
は
大
変
楽

し
く
有
意
義
な
も
の
で
し
た
。

　

今
回
の
講
座
を
通
し
て
、
市
が

市
民
の
健
康
と
、
地
域
の
生
活
環

境
や
歴
史
・
文
化
な
ど
に
関
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
し
て
い

に
引
か
れ
て
今
回
こ
の
講
座

に
応
募
を
し
ま
し
た
。
講
座

で
は
単
に
体
を
動
か
す
だ
け

の
健
康
づ
く
り
で
は
な
く
、

住
み
よ
い
環
境
づ
く
り
な
ど

に
つ
い
て
学
ん
だ
り
、
散
歩

し
て
回
り
た
く
な
る
よ
う
な

歴
史
や
文
化
な
ど
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
り
と
、
体
だ
け

で
は
な
く
心
も
健
康
に
な
っ

た
気
が
し
ま
す
。
普
段
は
、

仕
事
中
心
に
な
り
が
ち
な
毎

日
で
、
出
掛
け
る
こ
と
も
少

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回

の
講
座
を
き
っ
か
け
に
出
掛

け
る
楽
し
み
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

（
Ｏ
さ
ん
）

る
こ
と
を
知
り
、
心
強
く
思

い
ま
し
た
。
今
後
も
一
市
民

と
し
て
、
市
の
活
動
に
積
極

的
に
参
加
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。　

（
Ｉ
さ
ん
）

　
　
　

私
は
「
健
康
」
の
二
文
字

講師の話を真剣に聞き入る受講生たち

参加型の講座に会場はいつも和やかな雰囲気でした

講義の後は毎回活発な質疑で盛り上がりました

第
１
期
卒
業
生
の
皆
さ
ん

健
康
文
化
都
市
大
学�

で
卒
業
式�

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
！

ま
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く
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ま
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く
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く
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豊
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な

豊
か
で
健
康
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ま
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づ
く
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指
し
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豊
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ま
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づ
く
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豊
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健
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毎
回
身
近
な
内
容
で
大
変

楽
し
く
受
講
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
こ
で
学
ん
だ

「
正
し
い
歩
き
方
」
や
「
正

し
い
姿
勢
」
を
実
践
す
る
こ

と
で
、
少
し
ず
つ
体
調
が
良

く
な
っ
て
き
た
こ
と
に
は
と

て
も
驚
き
ま
し
た
。
ま
た
、

講
座
を
通
し
て
、
日
ご
ろ
か

ら
い
か
に
自
分
が
体
を
甘
や

か
し
て
い
た
か
に
も
気
付
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
は
、
こ
の
講
座
で
学
ん

だ
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、
無
理

な
く
健
康
づ
く
り
を
続
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

（
Ｔ
さ
ん
）
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三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
は
、
進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
の
た

め
、
住
民
票
や
戸
籍
、
転
出
証
明
書
な
ど
を
必
要
と
す
る
こ
と
が

多
く
な
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
書
類
を
取
得
し
た
り
、各
種
届
け
出
を

し
た
り
す
る
方
は
、
次
の
点
に
注
意
し
て
証
明
書
の
請
求
や
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
転
出
す
る
方
で
税
金
な
ど
に
未
納
の
あ
る
方
は
、
早
め

に
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

担
当　
　
　
　
　
　
　
　

市
民
課
1
０
４
６（
２
５
２
）８
０
８
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5
０
４
６（
２
５
５
）３
５
５
０

　

引
っ
越
し
や
世
帯
の
構
成
が

変
わ
っ
た
と
き
は
、
住
民
異
動

届
を
市
役
所
一
階
市
民
課
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い（
表
１
参
照
）。

出
張
所
で
は
手
続
き
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
ら
は
本
人
ま
た
は
世
帯

主
に
よ
る
届
け
出
が
原
則
で
す

が
、
代
理
人
が
届
け
出
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
届
け
出

に
来
た
方
を
確
認
す
る
た
め
に
、

運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
、

社
員
証
な
ど
を
提
示
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
引
っ
越
し
て
か
ら
長

期
間
届
け
出
て
い
な
い
場
合
に

は
、
居
住
し
て
い
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
上
で
、
住
民
登
録
を

抹
消
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
二
次
サ

ー
ビ
ス
と
し
て
、
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
（
以
下
、
住
基
カ
ー

ド
）
の
交
付
を
受
け
た
方
は
、

転
入
転
出
の
特
例
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
転
入
転
出
の
特
例
】

　
「
転
入
転
出
の
特
例
」と
は
、

例
え
ば
座
間
市
か
ら
他
市
町
村

へ
転
出
す
る
場
合
に
、
住
基
カ

ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

で
あ
れ
ば
、
事
前
に
座
間
市
へ

付
記
転
出
届
（
住
基
カ
ー
ド
を

利
用
し
て
転
入
手
続
き
を
す
る

際
に
転
出
地
に
提
出
す
る
書
類
）

を
郵
送
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、

引
っ
越
し
先
の
市
町
村
の
窓
口

に
住
基
カ
ー
ド
を
持
参
す
る
だ

け
で
、
転
入
手
続
き
が
で
き
る

と
い
う
も
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
転
入

転
出
の
特
例
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
通
常
の
転
入
転

出
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
転
出
す
る
方
の
中
に
、
住
基

　

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
が
一

　

人
も
い
な
い
。

○
転
入
届
時
に
付
記
転
出
届
が

　

転
出
地
に
届
い
て
い
な
い
。

○
付
記
転
出
届
が
転
入
し
た
日

　

か
ら
十
四
日
以
上
経
過
し
て

　

転
出
地
に
届
い
た
。

○
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
る
な

　

ど
で
、
住
基
カ
ー
ド
が
利
用

《
登
録
で
き
る
方
》

　

市
内
に
住
民
登
録
ま
た
は
外

国
人
登
録
を
し
て
い
る
十
五
歳

以
上
の
方
が
登
録
で
き
ま
す
。

※
成
年
被
後
見
人
は
登
録
で
き

ま
せ
ん
。

《
登
録
方
法
》

　

登
録
は
、
本
人
に
よ
る
申
請

が
原
則
で
す
（
表
２
参
照
）
。

　

住
民
票
の
写
し
と
印
鑑
登
録

証
明
書
を
発
行
す
る
自
動
交
付

機
を
、
市
役
所
一
階
に
設
置
し

て
い
ま
す
。
利
用
時
間
は
、
年

末
年
始
を
除
く
毎
日
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午
後
五
時
で
す
。

交
付
機
の
利
用
に
は
、
自
動
交

付
機
用
暗
証
番
号
登
録
済
み
の

市
民
カ
ー
ド
ま
た
は
住
基
カ
ー

ド
が
必
要
で
す
。

《
市
民
カ
ー
ド
》

　

申
請
方
法
は
表
２
の
印
鑑
登

録
の
三
つ
の
方
式
と
同
様
で
す
。

た
だ
し
、
市
民
カ
ー
ド
の
申
請

は
本
人
が
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
で

き
ま
せ
ん
。

《
住
基
カ
ー
ド
》

○
対　

象　

座
間
市
に
住
民
登

　

録
が
あ
り
希
望
す
る
方
。

○
カ
ー
ド
の
種
類　

顔
写
真
付

　

き
・
な
し
が
あ
り
、
選
択
で

　

き
ま
す
。
手
数
料
は
ど
ち
ら

　

も
五
百
円
で
す
。

○
申
請
方
法　

本
人
ま
た
は
法

　

定
代
理
人
に
よ
り
申
請
で
き

　

ま
す
（
十
五
歳
未
満
の
方
お

　

よ
び
成
年
被
後
見
人
に
よ
る

　

申
請
は
不
可
。
法
定
代
理
人

　

の
申
請
が
必
要
）
。
申
請
方

　

式
は
表
２
の
文
書
照
会
方
式

　

（
届
け
出
人
は
本
人
ま
た
は

　

法
定
代
理
人
に
限
る
）
ま
た

　

は
身
分
証
明
方
式
で
す
。

○
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
サ
ー
ビ

　

ス　

　

①
住
民
基
本
台
帳
法
に
規
定

　

さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス

・
住
民
票
の
写
し
の
広
域
交
付

・
転
入
転
出
の
特
例
処
理

・
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用　

　

（
写
真
付
き
の
カ
ー
ド
は
、

　

本
人
を
確
認
す
る
証
明
書
と

　

し
て
も
利
用
見
込
み
）

　

②
条
例
に
規
定
さ
れ
た
座
間

　

市
の
独
自
の
サ
ー
ビ
ス

【表１】　住民異動届
届け出に必要なもの届け出期間種　類

①届け出人の印　②転出証明書（前住所地の市区町村で発行）
③国民健康保険被保険者証（一部転入の加入者）
④年金手帳（第１号加入者、任意加入者）
⑤在学証明書（小・中学生がいる方）
⑥介護保険受給資格証明書（要介護認定者）

引っ越してきた
日から１４日以内

転入届
（市外から市内へ
住所を移したとき）

①届け出人の印　②印鑑登録証、市民カード（登録者）
③国民健康保険被保険者証（加入者）
④年金手帳（第１号加入者、任意加入者）
⑤介護保健被保険者証（交付を受けている方）

引っ越す日の前
日まで

転出届
（市内から市外へ
住所を移すとき）

①届け出人の印　②国民健康保険被保険者証（加入者）
③年金手帳（第１号加入者、任意加入者）
④在学証明書（小・中学校の学区が変わった方）
⑤介護保健被保険者証（交付を受けている方）

引っ越した日か
ら１４日以内

転居届
（市内で住所を移
したとき）

①届け出人の印
②国民健康保険被保険者証（加入者）

変更があった日
から１４日以内世帯変更届

※期間内に届け出ができなかった場合も必ず届け出をしてください。
※住基カードをお持ちの方は転入・転出の特例を受けることができます。

【表２】　印鑑登録
届け出人登録方法など

・本人
・代理人（代理人選　
　任届が必要）

印鑑登録申請→「照会書」を本人に郵送→「照会書」に同
封の「回答書」に本人が署名押印し、３０日以内に本人また
は代理人が持参

文書照会方式

・本人
写真が張られ発行機関名とその押印がある官公署発行の身
分を証明する物（運転免許証、パスポート、外国人登録証
など。健康保健証は不可）が必要

身分証明方式
〔即日登録可〕

・本人
登録申請書の保証人欄に保証人の署名・登録印の押印が必
要（保証人が市外のときは、発行日から３０日以内の印鑑登
録証明書が必要）

保証人方式
〔即日登録可〕

・「氏名」「氏または名」「氏と名の一部を組み合わせたもの」以外の物
・氏名以外に職業その他の事項を表している物
・プレス印、ゴム印その他の印で変形しやすい物
・大きさが１辺８ミリから２５ミリまでの正方形に収まらない物
・外枠が４分の１以上欠けている物、など

登録できない
印鑑

転入する方へ
担　　当内　　容項　　目

市民課
（１階）

（表１参照）転入届

印と身分証明書を持参（表２参照）印鑑登録をする方

国保年金課
（１階）

転入届け出をした際に市民課から渡される
異動届と印を持参し担当へ

国民健康保険に加
入している方

第１号加入者および任意加入者のみ市民課
から渡される異動届を持参し担当へ

国民年金に加入し
ている方

市民健康課
（１階）

身体障害者手帳１～４級、療育手帳（ＩＱ７５以
下）をお持ちの方や老人保健該当の方、高齢者
医療費助成を受けている方、および０歳～３歳
児がいる方は、加入している健康保険証と印、
受給者証または必要書類を持参し担当へ

心身障害者・老人
保健・ひとり暮ら
し高齢者医療・小
児医療に該当する
方

妊婦健康診査、乳幼児健康診査および予防
接種などの説明をします。母子健康手帳を
持参し担当へ

妊娠中の方、７歳
６カ月未満児のい
る世帯の方

児童課
（１階）

児童手当受給事由消滅届を担当へ
児童手当を受給中
の方

担当へ連絡を。給付を受けていない母子・
父子家庭の方も担当でご確認ください

児童扶養手当を受
給中の方

高齢対策課
（１階）

転入届け出をした際に市民課から渡される
異動届を持参し担当へ

６５歳以上の方およ
び４０歳以上で介護
サービスを受けて
いる方

障害福祉課
（１階）

手帳、印、預金通帳を持参し担当へ
身体障害者手帳・療
育手帳をお持ちの方

手帳、印を持参し担当へ
精神障害者保険福祉
手帳をお持ちの方

水道部業務課
（２階）入居後必ず、水栓番号を担当へ連絡を水道の使用開始

市民税課
（２階）

前住所地で廃車手続きが済んでいる方は、
廃車証明書を持参し担当へ

原付バイクをお持
ちの方

学校教育課
（５階）

住民登録を済ませた後 ､入学 ･転校手続き
を

小・中学校の入学・
転校

引っ越しする方へ
担　　当内　　容項　　目

市民課
（１階）

（表１参照）転出・転居届

転出の届け出をする際に、印鑑登録証また
は市民カードを持参し担当へ

印鑑登録をしている方

国保年金課
（１階）

転出の届け出をした際に市民課から渡され
る異動届と国民健康保険証を持参し担当へ

国民健康保険に加入し
ている方

第１号加入者および任意加入者のみ市民課
から渡される異動届を持参し担当へ

国民年金に加入してい
る方

市民健康課
（１階）

身体障害者手帳１～４級、療育手帳（ＩＱ
７５以下）をお持ちの方や老人保健該当の方、
ひとり暮らし（６５歳以上・非課税）の方、
０歳～３歳児がいる方は、加入している健
康保険証と印、手帳などを持参し担当へ

心身障害者・老人保健・
ひとり暮らし高齢者医
療・小児医療に該当す
る方

児童課
（１階）

児童手当受給事由消滅届を担当へ児童手当を受給中の方

担当へ連絡を。母子・父子家庭へのその他
の手当などの給付を受けている方も担当へ

児童扶養手当を受給中
の方

高齢対策課
（１階）

転出の届け出をした際に市民課から渡され
る異動届と被保険者証を持参し担当へ

６５歳以上の方および４０
歳以上で介護サービス
を受けている方

障害福祉課
（１階）

手帳、印などを持参し担当へ
身体障害者手帳・療育
手帳をお持ちの方

水道部業務課
（２階）

水道・下水道料金の精算が必要です。引っ
越しの４～５日前までに担当へ連絡を

水道の使用停止

市民税課
（２階）

印、ナンバープレート、標識交付証明書を
持参し担当へ

原付バイクをお持ちの
方

資源対策課
（２階）

回収日を指定することはできませんので、
早めに担当へ申し込みを（１回の収集は１
世帯５個まで）

粗大ごみの回収

学校教育課
（５階）

住民登録を済ませた後、入学・転校手続きを小・中学校の入学・転校

※必要書類など詳しくは、各担当へご確認ください。
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担当　市民健康課 　 保健係� 046（252）7225 　 予防・医療係� 046（252）7213 　 リハビリ係　  046(252)7317 046（252）7043保� 予� リ�

と　き
対　象

ＢＣＧツベルクリン
３月３日（水）３月１日（月）１１月１日～１５日生まれ
３月４日（木）３月２日（火）１１月１６日～３０日生まれ
３月１０日（水）３月８日（月）１０月、１１月生まれ

ツベルクリン反応検査とＢＣＧ 予

▽とき＝３月１２日（金）午前９時３０分～１０時３０分受け
付け▽ところ＝市民健康センター▽内容＝身体測定と
食事・発育状態・しつけの相談▽持ち物＝母子健康手
帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝３月１９日（金）午前９時～正午▽ところ＝市
民健康センター▽内容＝乳幼児期の運動発達面での心
配についての理学療法士による相談▽対象＝生後４カ
月～１歳６カ月児▽申込方法＝電話予約

▽受付時間＝午後１時１５分～２時１５分（時間厳守）▽
ところ＝市民健康センター▽対象＝生後３カ月～４歳
未満（なるべく１歳までに）
※ツベルクリン反応検査の結果、陰性の場合はＢＣＧ
を接種し、陽性の場合は再検査します。

保赤ちゃん教室
▽とき＝３月１８日（木）午前１０時～１１時３０分▽ところ
＝市民健康センター▽内容＝離乳食の作り方・すすめ
方、子どもの発達や予防接種について▽対象＝生後５
カ月～６カ月児とその保護者▽定員＝先着３０人▽持ち
物＝母子健康手帳、離乳食用スプーン▽申込方法＝電
話予約

▽とき＝３月９日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成１２年９月生まれ▽持ち物
＝母子健康手帳

▽内容＝身体測定、尿検査、血圧測定、体脂肪測定と
相談▽持ち物＝健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

受付時間ところと　き

午前９時３０分～
１０時３０分

ひばりが丘南児童館３月２日（火）

北地区文化センター
３月４日（木）

午後１時３０分～２時３０分市公民館

午前９時３０分～１０時３０分市民健康センター３月２３日（火）

▽とき＝３月４日（木）午前１０時～１１時３０分▽ところ
＝市民健康センター▽内容＝新しい友達をつくりたい
保護者のための教室。赤ちゃんと楽しく遊ぶ▽対象＝
生後３カ月～４カ月児とその保護者▽定員＝先着３０人
▽持ち物＝母子健康手帳、バスタオル▽申込方法＝電
話予約

◆がん集団検診
　平成１６年度の「がん集団検診」を、表１のとおり実

※は、会場が市民健康センターの場合のみ
◆乳がんマンモグラフィ（Ｘ線撮影）
　平成１６年度から「乳がんマンモグラフィ（Ｘ線撮影）」
を表３のとおり実施します。２年に１回受診できます
ので、ご希望の方は電話でお申し込みください。検診
日の８日前までの予約となります。※乳がん集団検診
との重複受診はできません。
　受診料は表４のとおりです。会場でお支払いくださ
い。

○対象者
障害の程度障害の部位

１級～３級、４級の一部視覚
２級～３級聴覚

３級または５級平衡
３級音声、言語

１級～２級上肢
１級～６級下肢

１級～３級、５級体幹

１級～４級
心臓、腎臓、呼吸器、
ぼうこう直腸

１級～４級小腸
１級～４級免疫
Ａ１、Ａ２知的障害

　身体・知的障害者のうち下記の対象に該当する
方は、一人１台の自動車に限り、自動車税・自動
車取得税の減免制度があります。
　この制度について、このたび新たに、小腸の機
能障害４級およびヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能障害４級の方も対象となりました。この新
たに減免の対象となった方は、申請期限（平成１５
年５月３１日）が既に経過していますが、平成１５年度
中は、特例として年度内に減免手続きができます。

保なかよしベビークラス

リ発達相談

保育児相談

▽とき＝３月１６日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成１５年１１月生まれ

　市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査を実
施しています。対象者には個人通知をしますので、あ
らかじめ医療機関に電話連絡の上、母子健康手帳をお
持ちになって受診してください。

◆内科▽ところ＝指定医療機関▽対象＝平成１４年８月
生まれ◆歯科▽とき＝３月１０日、１７日いずれも水曜日
午前９時３０分～１０時３０分▽ところ＝市民健康センター
▽対象＝平成１４年７月生まれ

保８～１０カ月児健康診査

保１歳６カ月児健康診査

▽とき＝３月２４日（水）午後１時～２時受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽内容＝歯科健診、予防処置
および育児相談など（予防処置は希望者のみで有料）
▽対象＝平成１４年２月生まれ▽持ち物＝母子健康手帳、
歯ブラシ▽申込方法＝直接会場へ（事前通知はありま
せんのでご注意ください）

保２歳児歯科健康診査

保３歳６カ月児健康診査

保成人・老人健康相談

※希望の受付時間は、予約の時にお伺いします。
〈注意〉
①授乳中の方は、乳がん検診を受けられません。
②産後２カ月未満の方は、子宮がん検診を受けられま
　せん。
③妊娠中の方は、大腸がん検診以外の検診を受けられ
　ません。
④医療機関で行う「子宮がん施設検診」は、６月から
　１１月まで実施します。詳しくは、本紙６月１日号で
　お知らせします。※子宮がん集団検診との重複受診
　はできません。
※７０歳以上の方、市・県民税非課税世帯の方、生活保
護受給者の受診料は無料ですので、予約の際にお申し
出ください。生活保護受給者は、会場に受給者票をお
持ちください。

受付時間　診療場所電話番号診療科目

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
1０４６（２５２）９０９０内　科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時３０分1０４６（２５２）８２１７歯　科
午前９時～１１時３０分、午後１時３０分～４時３０分相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野）1０４２（７５６）９０００耳鼻咽喉科
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間）消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。1０４６（２５１）０１１９外科・婦人科・眼科

◆休日昼間

※聴覚障害者専用問い合わせ先 5０４６(２５１)５２６３

受付時間診療場所電話番号診療科目

月曜～金曜日　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科

1０４６（２５２）９０９０内　科

午後６時～１０時（診療時間）消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。1０４６（２５１）０１１９外　科

◆夜　間

診療時間診療場所電話番号診療科目

午後１０時～翌朝午前７時（重病の場合は午
前８時）

小児救急情報センター（左記）でご確認ください。1０４６（２５５）９９３３小児科

午後１０時～翌朝午前８時消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。1０４６（２５１）０１１９内科・外科

◆深　夜

救急診療 予※電話を掛ける場合は番号をお確かめの上、お間違えのないように！

施します。年に１回受診で
きますので、ご希望の方は
電話でお申し込みください。
すべての検診について、検
診日の８日前までの予約と
なります。
　受診料は表２のとおりで
す。各会場でお支払いくだ
さい。

保４カ月児健康診査

保早期発見！早期治療に！がん集団検診

▽とき＝３月１２日（金）午前１０時～正午、午後１時～
３時３０分▽ところ＝小田急線相武台前駅ロータリー▽
主催＝座間青年会議所

街頭献血 予

○対象車　▽障害者本人が所有（取得）し運転、
　または障害者本人と同一生計の介護者が所有（取
　得）し運転する車▽障害者のみの世帯の所有（取
　得）、または同一生計ではない介護者が所有（取
　得）し運転する車
○減免額　自動車税、自動車取得税とも全額免除
　（自動車税は４５，０００円、自動車取得税は１５０，０００
　円を限度とします）
○申請場所　最寄りの県税事務所
○持ち物　身体障害者手帳または療育手帳、印、
　運転免許証、車検証
※介護者が所有し運転の場合は、減免証明願（担
当で発行）のほかに住民票なども必要になります。
担当　　　　　　　　　　　　　　　障害福祉課
　　　　　 　　 1０４６（２５２）７１３２ 5０４６（２５２）７０４３

自自自自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車車車車税税税税税税税税税税税税税税税税税・・・・・・・・・・・・・・・・・自自自自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車車車車取取取取取取取取取取取取取取取取取得得得得得得得得得得得得得得得得得税税税税税税税税税税税税税税税税税ののののののののののののののののの
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ところと　き
市民健康センター４月８日（木）
北地区文化センター４月１６日（金）
市 公 民 館４月２２日（木）
東地区文化センター４月２７日（火）
市民健康センター５月１０日（月）
ひばりが丘南児童館５月１４日（金）
北地区文化センター５月１９日（水）
市民健康センター５月２８日（金）
東地区文化センター６月２日（水）
市民健康センター６月７日（月）

ところと　き
市 公 民 館６月１７日（木）
市民健康センター６月２５日（金）
ひばりが丘南児童館７月６日（火）
北地区文化センター７月１５日（木）
市民健康センター７月２９日（木）
東地区文化センター８月６日（金）
市民健康センター８月３１日（火）
市 公 民 館９月８日（水）
北地区文化センター９月１６日（木）
市民健康センター９月２９日（水）

表１

受診料受付時間対　象区分

９００円男性：午前９時～９時３０分
女性：午前９時３０分～１１時
※午前９時～１１時

４０歳以上
胃

５００円大腸

６００円午前９時～１１時
３０歳以上の女性

子宮

３００円
午前９時３０分～１１時
※午後１時～２時

乳

表２

表３

ところと　き

市民健康センター

平成１７年２月６日（日）
平成１７年２月１３日（日）
平成１７年２月１９日（土）
平成１７年２月２１日（月）
平成１７年２月２４日（木）
平成１７年３月１４日（月）
平成１７年３月１７日（木）

表４
受診料受付時間対　象

２０００円

①午前８時３０分～９時５０歳以上で
偶数年齢の女性
（平成１６年
　４月１日現在）

②午前１０時～１０時３０分

③午後１時～１時３０分

④午後２時～２時３０分
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ご存じですか？中退共制度
　中退共制度は、退職金制度を持つことが困難な中小企業が、大企業並
みの退職金を支払うことができるようにするために、法律で定められた
社外積み立て型の退職金制度です。
　中退共への加入手続きは簡単です。まだ未加入の市内の事業主の皆さ
んは、加入を検討してみてはいかがですか。
○特　徴　①掛け金を納めるだけで手軽に退職金制度を設けることがで 
　きる②掛け金の一部を国と市が一定期間補助する③掛け金は税法上、
　全額損金・必要経費として非課税になる④会社の安定や優秀な人材の
　確保、従業員の安心と信頼を得ることができる⑤パート従業員も月額
　２０００円から加入できる
○問い合わせ先　中小企業退職金共済事業本部相談コーナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1０３（３４３６）４３５１
担当　　　　　　　　　　　　　産業課1０４６（２５２）７６０４ 1０４６（２５５）３５５０

　「その油断　火から炎へ　災いへ」を統一標語に、
３月１日から７日まで、春の全国火災予防運動が実
施されます。この運動期間中、市消防本部では、市
民の皆さんの火災予防意識を高めることを目的に、
さまざまな行事を催します（下記参照）。
　また、春先は空気が乾燥し、季節風が強く吹くこ
となどから、林野火災が発生しやすい季節です。こ
のことから、春の全国火災予防運動期間に合わせて、
全国山火事防止運動と車両火災予防運動も実施され
ます。たばこの投げ捨てやたき火の不始末など、屋
内だけでなく屋外での火の取扱いにも十分注意しま
しょう。
　市消防本部のまとめでは、平成１５年中、市内で４４
件の火災が発生し６人が死傷しました。火災を種別
ごとに見ると、建物火災が２８件、車両火災が５件、
その他の火災が１１件でした。また、それらの主な原
因は、放火が８件、コンロからの出火が８件、たば
この不始末が６件でした。このような火災を繰り返
さないよう、一層の火災予防を心掛けましょう。

　最近、古くなった消火器の破裂による人身事故が、各地
で報告されています。消火器は、一般家庭に設置や点検の
義務はありませんが、きちんとした管理をしていれば、い
ざというときの初期消火に大変役立つものです。しかし、
消火器には消火剤を噴出するために高い圧力でガスが充て
んされているため、消火器本体に腐食や変形、傷、ホース
部分に詰まりなどがあると、破裂する可能性があります。
半年に一度程度、目で見てそれらが無いことを必ず点検し
ましょう。
　なお、消火器が古くなったり、傷ついたりしている場合
には、点検・回収業者を紹介しています。詳しくは担当に
お問い合わせください。

　コンロ・てんぷら鍋を原因とする火災は、市内で平成１５
年中に発生した２８件の建物火災のうちの８件を占めるなど、
毎年出火原因の上位となっています。ほんの少しの油断か
ら発生することが多いこの火災を防ぐためには、次のこと
に十分注意をしましょう。
○調理中は絶対にコンロ・てんぷら鍋のそばから離れない
○電話が掛かってきたときなどは、調理を中断してコンロ
　の火を消す
○コンロや周囲の油汚れは使用後清掃する
○コンロの周囲には燃えやすい物を置かない
○中間コックは使用後必ず閉める

春の全国火災�
予防運動�

コンロ・てんぷら鍋を原因とする
火災を防ぎましょう

中小企業退職金共済（中退共）制度

放火を防ぐために

消火器の破裂事故にご注意を

《期間中の主な行事》
○市内巡回広報
○住宅防火診断
○防火ポスター展　

▽とき＝３月２日（火）～７日（日）

▽ところ＝市民体育館（スカイアリーナ座間）

▽内容＝小・中学生の作品展示

○街頭広報

▽とき＝３月１日（月）

▽ところ＝座間駅、相武台前駅
担当　　　　　　　　　　　　　　消防本部予防課

1０４６（２５６）２２１１ 5０４６（２５６）２２１５ 

　人通りの少ない深夜に、物陰などの死角となる場所で発
生することが多い放火。その被害に遭わないためには、戸
外に燃えやすい物を置かないようにするなど「放火をされ
ない」「放火をさせない」環境づくりが大切です。次のこ
とに十分注意し、放火を防止しましょう。
①家の周りを整理整頓し、燃えやすい物を置かないように
　しましょう。
②ごみは決められた収集日の朝に出しましょう。
③外灯を取り付けるなど家の周りを明るくしましょう。
④外出時や就寝時には
　戸締まりを確認しま
　しょう。
⑤自転車や自動車のボ
　ディーカバーは燃え
　にくく加工した物を
　使いましょう。

　市では、中退共制度に加入している事業所に、払った掛け金
の一部を補助しています。
○対　象　平成１１年４月以降に同共済に加入または被共済者を
　追加した事業所
　※今回は、平成１５年１０月～平成１６年３月に支払った掛け金に
　対しての補助になります。
○申請期間　３月１５日（月）～３１日（水）（土曜・日曜日、祝
　日を除く）
○申請場所　市役所２階産業課
○補助額　支払った掛け金（対象限度月額６０００円）の１０パーセ
　ント
○補助期間　５年間
○持ち物　対象者の共済手帳、事業所代表者の印、振込先の分
　かる物（預金通帳など）、共済掛け金の支払いが分かる物
担当　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 産業課
　　　　　　　　　　　　　   1０４６（２５２）７６０４  5０４６（２５５）３５５０

中退共の掛け金の一部を補助します

期日前投票と不在者投票との関係
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　名簿登録地の市町村の選挙管理委員会における不在者投票は、以下の場
合を除いて期日前投票に移行します（下図参照）。

○選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票しよう
　とする日にはまだ選挙権を有しない方（例えば、選挙期日には２０歳を迎える 
　が、選挙期日前においてはまだ１９歳であり選挙権を有しない方など）につい
　ては、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市町村
　の選挙管理委員会において不在者投票をすることになります。
○名簿登録地の市町村以外の選挙管理委員会や病院、老人ホームなどにおける
　不在者投票については、従来どおり実施されます。
○不在者投票の投票期間は、期日前投票と同じく、選挙期日の公示日または告
　示日の翌日から選挙期日の前日までの間となっており、従来の投票期間（選
　挙期日の公示日または告示日から選挙期日の前日までの間）から変更されて
　いるので注意が必要です。

は
、
従
来
の
不
在
者
投
票
の
う

ち
、
選
挙
人
名
簿
登
録
地
の
市
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と
な
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ま
す
。

が
し
や
す
く
な
り
ま
す
（
左
図

参
照
）
。

期期日日前前投投票票とと不不在在者者投投票票ととのの関関係係

○期日前投票と不在者投票との関係についてのイメージ図
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　　　　期日前投票はいずれの市町村でもできるのですか？

　　　　名簿登録地の市町村の選挙管理委員会が実施する
ものに限られます。名簿登録地の市町村以外の選挙管理委
員会においては、選挙人名簿が存在しないため、投票時に選
挙権の有無を確認することができないなどの事情によるも
のです。

　　　　期日前投票所が不在者投票所と異なっているのは

どのような点ですか？

　　　　期日前投票は不在者投票と異なり確定投票である

ことから、期日前投票所は、選挙期日における投票所と同
じく、物理的に隔離できる場所であることが必要です。し
たがって、その場所については事前に告示され、投票の際
は、投票管理者と投票立会人が常駐することとなります。

　　　　期日前投票の投票箱はどのように保管されるので
すか？

　　　　期日前投票は翌日も引き続いて投票が行われるた
め、投票箱を翌日の投票まで適切に保管する必要がありま
す。保管の方法としては、投票時間終了後、投票箱のふた
を閉じ、かぎを掛けた上で、そのまま期日前投票所におい
て保管する、または必要に応じて投票箱を移動させ、かぎ
のあるロッカーに入れて保管するといったことが考えられ
ます。
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市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。
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　国際交流協会では、身近な外国人
と交流するため、二つの催しを開催
します。奮ってご参加ください。
【インターナショナルクッキング講
習会】
○と　き　３月１２日午前１０時～正午
○ところ　市公民館
○内　容　市内在住のタイ人からタ
　イ料理を習いながら国際交流する
○対　象　市内在住・在勤・在学者
○定　員　３０人（先着順）
○参加費　１２００円（協会会員１０００円）
○持ち物　エプロンほか
○申込方法　３月５日から電話で担
　当へ
【お花見交流会】
○と　き　３月２７日午前１０時３０分～
　午後２時
○ところ　東原桜並木（東原小学校
　付近）
○内　容　市内の外国人と「お花見」
　を通して国際交流する
○対　象　市内在住・在勤・在学の
　日本人・外国人
○定　員　２０人（多数抽選）
○参加費　１０００円（協会会員８００円）
○申込方法　電話で担当へ
担当　市国際交流協会事務局（渉外
　　　課内）

1０４６（２５２）８３０７ 5０４６（２５５）３５５０

　これまで軽自動車税（原動機付自
転車、小型特殊自動車）の登録およ
び廃車申告書は、各市町村が独自の
様式を使用していました。しかし、
納税者の負担軽減のため、４月１日
から全国統一様式になります。
　詳しくは担当へ。
担当　　　　　　　　　　市民税課

1０４６（２５２）８００４ 5０４６（２５５）３５５０

　水道部では水道法の改正に伴い、
平成１６年度の水質検査計画を立てま
した。検査は指定水質検査機関に委
託して実施します。
　詳しくは、担当にお問い合わせに
なるか、市ホームページをご覧くだ
さい。
担当　　　　　　　　水道部工務課

1０４６（２５２）７５０９ 5０４６（２５７）４１５５

　市では、重度の介護が必要なお年
寄りを在宅で介護している方に、介
護手当を支給します。
○対　象　平成１５年４月１日現在６５
　歳以上で、同日現在市内に居住し、
　介護保険法における要介護状態区
　分４または５と認定されている方
　のうち、その要介護状態が平成１５
　年４月１日から平成１６年３月１日

　までの１１カ月間継続している高齢
　者を、在宅で８カ月以上介護して
　いる同居の介護者
○手当額　年額１０万円（一括支給）
○申請方法　担当に備え付けの申請
　書に必要事項を記入の上、３月１
　日～１２日に担当へ提出
担当　　　　　　　　　高齢対策課

1０４６（２５２）７１２７ 5０４６（２５２）８２３８

　市では、障害者を対象としたスポ 
ーツ教室を毎月１回開催しています。
運動不足の解消や交流の場として、
参加してみてはいかがですか。
○と　き　３月３１日午後１時～３時
○ところ　市民体育館（スカイアリ 
　ーナ座間）３階大体育室
○申込方法　直接・電話・ファクス
　で担当へ
※①傷害保険に加入していますが、
　免責事項や保険の支払額を超える
　場合は、自己負担となります。
　②送迎や身体介護はしません。
担当　　　　　　　　　障害福祉課

1０４６（２５２）７１３２ 5０４６（２５２）７０４３

○と　き　３月１７日午前９時３０分～
○ところ　市役所５階教育委員会室
※傍聴や議題について詳しくは、担
当にご確認ください。
担当　　　　　　教育委員会総務課

1０４６（２５２）８３４７ 5０４６（２５２）４３１１

▼ひばりが丘南児童館＝６日午後２
時３０分～３時３０分▼小松原１丁目児
童遊園地＝１１日・２５日午前１０時３０分
～１１時３０分▼入谷小学校＝１１日午後
２時３０分～３時４５分▼東原小学校＝
１２日午後２時３０分～３時４５分▼ＮＴ
Ｔ栗原社宅＝３日・１７日午前１０時３０
分～１１時３０分▼栗原小学校＝３日午
後２時３０分～３時４５分▼東原共同住
宅＝４日・１８日午前１０時３０分～１１時
３０分▼相模が丘４丁目多目的広場＝
１２日・２６日午前１０時３０分～１１時３０分
▼相模野小学校＝５日午後２時３０分
～３時４５分▼中原小学校＝１０日午後
２時３０分～３時４５分
※雨天の場合は巡回を中止します。
また、学校への巡回は時間が変更に
なる場合があります。
担当　　　　　　　　　　　図書館

1０４６（２５５）１２１１ 5０４６（２５２）５７０４

▽国民健康保険税（第１０期）
※最寄りの市指定金融機関、郵便局、
市役所または各出張所で納めてくだ
さい。使用料などもお忘れなく。

○業務内容　児童の登・下校時の整
　理誘導、交通安全指導
○勤務期間　４月７日～平成１７年３
　月２５日
○勤務日時　小学校登校日の午前７
　時３０分～８時３０分および午後１時
　～４時
○賃　金　時給１０５８円～１３０５円（経
　験年数により異なる）
○応募方法　市販の履歴書（写真添
　付）に必要事項を記入の上、３月
　２０日までに本人が直接担当へ
担当　　　　　　　　　市民生活課

1０４６（２５２）８１５８ 5０４６（２５５）３５５０
◆介護保険認定調査臨時・非常勤職
　員
○募集人数　臨時１人、非常勤①１
　人②２人
○応募資格　看護師、介護支援専門
　員または社会福祉主事の資格およ
　び普通自動車運転免許所持者
○業務内容　介護保険の要介護認定
　に関する訪問調査および事務など
○勤務期間　４月１日～平成１７年３
　月３１日
○勤務日時　臨時＝月曜～金曜日午
　前８時３０分～午後５時、非常勤＝
　①月曜～金曜日午前９時３０分～午
　後４時②月曜～金曜日のうち３日
　以内午前９時３０分～午後４時
○賃　金　臨時＝日額８６６７円～１０２４２ 
　円、非常勤＝日額６１５０円～７２６８円
　（いずれも経験により異なる）
○応募方法　市販の履歴書（写真添
　付）に必要事項を記入の上、３月
　１２日までに本人が直接担当へ
担当　　　　　　　　　高齢対策課

1０４６（２５２）７５３８ 5０４６（２５２）８２３８
◆障害福祉課非常勤職員
○募集人数　１人
○応募資格　２５歳～５０歳程度の社会
　福祉主事資格所持者
○業務内容　身体・知的障害者福祉
　業務に係る相談、指導、事務など
○勤務期間　４月１日～平成１７年３
　月３１日
○勤務日時　月曜～金曜日のうち４
　日午前９時～午後５時
○申込方法　市販の履歴書（写真添
　付）に必要事項を記入の上、社会
　福祉主事の資格証明の写しを添え
　て、３月１０日までに本人が直接担
　当へ
担当　　　　　　　　　障害福祉課

1０４６（２５２）７１３２ 5０４６（２５２）７０４３
◆もくせい園臨時職員
○募集人数　１人
○応募資格　知的障害者福祉に熱意
　がある健康な女性
○業務内容　知的障害者の生活支援
○勤務期間　４月６日～平成１７年３
　月２８日
○勤務日時　月曜～金曜日午前８時
　３０分～午後５時
○賃　金　経験年数により定める
○選考方法　書類審査、面接、健康
　診断
○応募方法　市販の履歴書（写真添
　付）に必要事項を記入の上、３月
　１０日までに本人が直接担当へ
担当　　　　障害福祉課もくせい園

◆春休みおたのしみ会
○と　き　３月２５日午後２時～
○内　容　おはなし会とおりがみ教
　室
○演　者　おはなしサークル「ピッ
　ピ」ほか
○対　象　幼児～小学生（父母同伴
　可）
○定　員　４０人
○申込方法　３月５日から直接・電
　話で同館へ

◆親子で郷土料理講座
　～味噌作り　石垣団子作り～
○と　き　３月２７日午後１時～５時
○内　容　仕込みから味噌を作る、
　子どものおやつ石垣団子を作る
○対　象　市内在住・在勤の小学生
　以上の親子
○定　員　２０人（先着順）
○参加費　３００円（材料代）
○持ち物　筆記用具、エプロン、三角
　きん、ふきん、すり鉢、すり粉木
○申込方法　３月１６日までに直接・
　電話・ファクスで同館へ

◆歴史講座～市販本『新しい歴史教
　科書』（扶桑社）の検討～
○と　き　３月１２日、１９日、２６日午
　後２時～４時（全３回）
○内　容　『新しい歴史教科書』登
　場の背景、「南京事件」をめぐって、
　「太平洋戦争」の記述について
○講　師　歴史教育研究家　高橋勝
　さん
○定　員　２５人（先着順）
○持ち物　ノート、筆記用具
○申込方法　３月９日までに直接・
　電話・ファクスで同センターへ
◆まゆ玉クラフト教室
○と　き　３月２７日午前１０時～正午

◆学童交通指導員（非常勤職員）
○募集人数　１人
○応募資格　原則１８歳～４４歳の健康
　な方

国際親善イベント参加者募集

原付バイク・小特車の
申告書が変わります

水質検査計画のお知らせ

障害者スポーツ教室

教育委員会３月定例会

移動図書館ひまわり号巡回日程

３月に納めるのは

市要介護高齢者介護手当

1０４６（２５３）０８０４ 5０４６（２５４）７７１７
◆家庭生活支援員
○応募資格　訪問介護員（ホームヘ
　ルパー）３級以上に相当する資格
　または保育士、幼稚園教諭などの
　免許所持者
○支援内容　一時的に子どもを預か
　るなどの子育て支援や家事などの
　支援
○支援時間　①家事などの支援＝午
　前８時～午後６時②子育て支援＝
　午前８時～午後６時③子どもの宿
　泊＝午後６時～翌日午前８時
○賃　金　１時間当たり７１０円以上で
　支援内容・時間によって異なる
○応募方法　電話で担当へ
担当　　　　　　　　　　　児童課

1０４６（２５２）７２０１ 5０４６（２５２）７０４３

市公民館
1０４６（２５５）３１３１ 5０４６（２５２）２７７６

図書館
1０４６（２５５）１２１１ 5０４６（２５２）５７０４

東地区文化センター
1０４６（２５３）０７８１ 5０４６（２５３）０７８９

広報ざま【座間市のお知らせ】No.７０７　　平成１６年（２００４年）３月１日●６ 

○大正琴＆ベル音楽ボランティア
　ＯＮＥ�ハート
▽内容＝練習して地域の施設で訪問
コンサートをする▽とき＝毎月第１ 
・第３土曜日午前１０時～１１時（大正
琴）・午前１１時３０分～午後１時（ベ
ル、パーカッション）▽ところ＝サ
ニープレイス座間▽会費＝月額２５００
円（入会金１５００円）要問い合わせ▽
連絡先＝1０４６（２５５）１４４０（山沢）
○コーロ・リデンデ
▽内容＝女声コーラス▽とき＝毎月
２回月曜日午前１０時～正午▽ところ
＝綾瀬市大上のスタジオ▽会費＝月
額３０００円▽連絡先＝1０４６（２５１）３５０５
（加藤）
○男の料理ひまわり会
▽内容＝男だけで家庭用料理を楽し
みながら作る▽とき＝毎月第３日曜
日午前１０時～午後２時▽ところ＝市
公民館▽会費＝月額２０００円▽募集人
数＝３人▽連絡先＝1０４６（２５３）４３９２
（柿尾）
○絵手紙愛好会
▽内容＝絵手紙を描く見る知るため
の教室▽とき＝毎月第２・第４金曜
日午後１時～３時▽ところ＝青少年
センター▽会費＝月額１０００円▽連絡
先＝1０４６（２５３）９０３１（熊谷）
○アラベスク
▽内容＝クラシックバレエ▽とき＝

毎週金曜日午後１時３０分～３時▽と
ころ＝北地区文化センター▽会費＝
月額３０００円（入会金１０００円）▽連絡
先＝1０４６（２５４）５５０４（小俣）
○親子体操サークル
▽内容＝音楽や身近にある用具など
を使って、親子で楽しく体を動かす
▽とき＝毎月３回木曜日午前９時３０
分～１０時１５分▽ところ＝相模野児童
館▽対象＝２歳～就園前の幼児と母
親▽会費＝月額１５００円（入会金１５００
円）▽連絡先＝1０４６（２５２）８０５６（伊
岐見）

◇譲ります
ミシン、タイヤチェーン、スキー一
式、シングルベッド、シャンデリア、
マットレス、ベビーラック、歩行器、
ミニビリヤード台、冷蔵庫、電子オ
ルガン、介護用ベッド、介護用トイ
レ、パソコン、物置、食器棚、カー
ペット、自転車、ソファベッド、ロ 
ッカーだんす、洋服だんす、整理だ
んす、チャイルドシート、子ども用
自転車、学習机
◇希望します
８ミリビデオカメラ、子ども用自転
車、ギター、パソコン一式、ピアノ、
ミシン、ペット用ドアフェンス、座
間幼稚園制服、ベビーベッド、Ａ型
ベビーカー、無水なべ、補聴器、テ
レビ、学習机、ベビーフェンス、除
湿器、ハイアンドローチェア、ベビ 
ーバスチェア、掃除機、子ども用英
語教材、自転車、カラオケ用ＣＤ・
ＭＤ、女子中学生制服、太編み機、
座卓、電子ピアノ、キーボード、石
油ファンヒーター、二段ベッド、小
学生用剣道防具、折り畳み自転車、
応接セット、チャイルドシート、車
いす、ノートパソコン、棚

と　こ　ろと　　　き区　分
３階第１会議室毎月第３木曜日　午前１０時～午後３時１８日

駐留軍離職者
担当　産業課1０４６（２５２）７６０４

４階第１会議室毎月第３木曜日　午前９時～午後３時１８日高年齢者職業
総合福祉センター２階毎週土曜・日曜日　午前９時～正午

福祉サービス
担当　高齢対策課1０４６（２５２）７１２７

1０４６（２５５）０５００
（電話相談）

毎週火曜・木曜日
午前９時～１１時３０分と午後１時～３時３０分

子育て相談
ホットライン

１階児童課内
今月は実施しません。婦　 人
毎週月曜～金曜日　午前９時～午後４時

母 子 生 活
担当　児童課1０４６（２５２）７２０１

青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日　午前９時～午後４時

青 少 年
担当　青少年相談室 1０４６（２５６）０９０７

青少年センター２階
教育研究所毎週月曜～金曜日　午前１０時～午後４時

教　 育
担当　教育研究所 1０４６（２５９）２１６４

総合福祉センター毎月第１～第４土曜日（祝日は除く）
午前９時～午後３時

６・
１３・
２７日

結　 婚

担当　市社会福祉協議会 1０４６（２６６）１２９４

３階相談室
法律相談と行政書士相
談は、いずれも定員に
なり次第、締め切りま
す。

毎月第２・第４火曜日午後６時３０分～９時
と第２・第３水曜日午後１時３０分～４時３０
分（予約制（電話可）。１日午前８時３０分
から今月分を受け付け）

９・
１０・
１７・
２３日

法　　　　律

毎月第２火曜日　午前９時～正午９日法　　　　務
（人権・戸籍・登記）

毎月第３木曜日　午前９時～正午１８日行　　　　政
（国に対する要望）

毎週月曜～金曜日（第２・第５水曜日は除く）
午前９時３０分～正午と午後１時～３時３０分消 費 生 活

毎月第２・第３木曜日　午後１時３０分～４時
３０分（予約制（電話可）。１日午前８時３０
分から今月分を受け付け）

１１・
１８日

行 政 書 士
（相続・遺言）

毎月第２金曜日　午後１時３０分～４時３０分１２日交通事故相談
毎週月曜～金曜日　午前９時～午後４時

市 民
担当　市民生活課1０４６（２５２）８１５８・８２１８

３月の相談日

○内　容　繭玉を使って福を呼ぶ鳥
　「ミミズク（フクロウ）」を作る
○講　師　県まゆ玉技術指導士　鈴
　野好子さん
○対　象　小学生以上（親子で参加
　可）
○定　員　２０人（先着順）
○参加費　２００円（材料代）
○持ち物　はさみ、木工用ボンド、
　作品を載せる厚紙やかまぼこの板
　など
○申込方法　３月１９日までに直接・
　電話・ファクスで同センターへ

サークル会員募集�

不用品バンク�
担当　　　市民生活課�

1046(252)8158
5046(255)3550

○介護予防教室
▽とき＝３月１３日午後１時～３時▽
ところ＝東地区文化センター▽内容
＝介護予防（移動介助などの腰痛予
防）についての家族懇談会▽申込方
法＝３月８日までに電話で栗原ホー
ム在宅支援センター1０４６（２５１）７４００
へ
○メンタルヘルス講座
　“うつ病について”
▽とき＝３月６日午後１時３０分～３
時▽ところ＝ハーモニーホール座間
大会議室▽内容＝コミュニティオプ
ティマム対策事業として精神科医に
よる講演▽定員＝６０人（先着順）▽
参加費＝無料▽申込方法＝電話でウ
インディザマ気付ワーカーズ・コレ
クティブこかげ1０４６（２５２）５１１７へ
○特別養護老人ホームベルホーム
　内覧会
　ベルホーム増床開設に当たり内覧
会を開催します。
▽とき＝３月２０日午前１０時～１１時▽
ところ＝同ホーム（栗原１２６１－１）
▽申込方法＝電話で同ホーム1０４６
（２５７）１１２１へ
○ジュニア・ソフトテニス教室生の
　募集
▽とき＝４月１日～平成１７年３月３０
日毎週日曜日午前９時～１１時▽とこ
ろ＝ひまわり公園テニスコート▽会
費＝年額３０００円（ボール代、スポー
ツ保険代ほか）▽申込方法＝電話で
1０４６（２５３）５７６３（石田）へ
○社交ダンス無料体験講習会
▽とき＝３月９日午後１時～３時▽
ところ＝青少年センター▽内容＝社
交ダンスを基礎から学び仲間をつく
る▽対象＝どなたでも（初心者、年
配者歓迎）▽申込方法＝電話で1０４６
（２５５）６９９４（川口）へ
○不審者にご注意を！
　最近、電力やガスなどの会社員や
専門家を装い、皆さんの金品をだま
し取る事件が多発しています。不審
に思ったときには、身分証の提示を
求め確認するか、下記などにお問い
合わせください。
▽問い合わせ先＝【電気】東京電力
（株）相模原支社1０４２（７５９）１２１３【ガ
ス】東京ガス（株）お客さまセンター
1０５７０（００）２２１１
○環境にやさしいサバイバル体験
　アルミ缶で“ごはん”を炊こう
▽とき＝３月２１日午後１時～４時▽
ところ＝青少年センター▽対象＝ど
なたでも（小学生以下は保護者同伴）
▽定員＝３０人▽参加費＝５００円（保険
代ほか）▽持ち物＝つぶさずきれい
に洗ったアルミ缶（３５０ミリ）２缶、
缶切り、米１合、はしまたはスプー
ン、軍手、雑きん▽申込方法＝３月
５日から電話かファクスで市野外活

みんなの広場�

動協会15０４６（２５３）７０８７（工藤）へ
○鈴木英夫先生「夕映えの丘」
　歌碑建立５周年記念短歌大会
【作品募集】はがきに近詠１首（未
発表）と住所、氏名、電話番号、大
会への出欠を記入の上、３月２０日ま
でに〒２２８-００２３立野台３－５－２４藤
井トモ子あて郵送（差し替え不可）
【短歌大会】▽とき＝４月１１日午前
１０時３０分～午後２時３０分（午前１０時
から受け付け）▽ところ＝座間神社
「すいめい」▽対象＝作品を応募し
た方▽参加費＝１５００円（昼食代を含
む）▽問い合わせ先＝1０４６（２５１）３２ 
９６（富山）
○転居の際は転居届の提出を！
　転居する場合は、郵便局への転居
届も忘れずに提出するようお願いし
ます。転居届を提出しておくと、１
年間新住所に郵便物を転送します。
　郵便局窓口または市役所市民課に
ある転居届用紙に必要事項を記入の
上、お近くの郵便局に提出するか、
ポストに投函してください。なお、
世帯の一部の転居でも転居届の提出
をお願いします。
　詳しくは、座間郵便局1０４６（２５１）
２３２５にお問い合わせください。
○北里大学医学部同窓会市民公開講
　座
▽とき＝３月１３日午後２時～４時▽
ところ＝ホテル・ザ・エルシィ町田
▽内容＝アレルギー性鼻炎について
（スギ花粉症を中心に）、気管支喘
息との上手なつきあい方（小児を中
心として）▽定員＝１５０人（先着順）
▽参加費＝無料▽参加方法＝当日直
接会場に▽問い合わせ先＝同同窓会
事務局1０４２（７７８）９０６１
○婦人之友創刊１００年記念愛読書会
【映画「アレクセイと泉」と本橋成
一監督の話】▽とき＝３月２５日午後
０時３０分～３時（午前１１時３０分開場）
▽ところ＝海老名市文化会館（同市
上郷４７６－２）▽会費＝大人１３００円（前
売り１１００円）高校生以下８００円（前売
り７００円）

【パネル展示】▽とき＝３月２５日午
前１１時３０分～午後３時３０分▽ところ
＝同文化会館ロビー▽内容＝婦人之
友社建業１００周年記念「読者と歩んだ
一世紀展」～よい家庭はよい社会を
つくる
【共通事項】▽主催＝相模友の会▽
問い合わせ先＝1０４６（２４２）０６９１（松
原）
○「多摩中継局」のテレビチャンネ
　ルが変更になります
　平成１５年末に一部地域で始まった
地上デジタルテレビ放送。その関連
作業として、多摩中継局にアンテナ
を向けてテレビをご覧になっている
方は、アナログ周波数変更対策（チ 
ャンネルの再設定や場合によっては
アンテナの取り替え工事）が必要と
なります。一般の住宅や集合住宅、
公共施設（病院、学校）などの対策
工事は、簡単な給付手続きにより国
費（給付金）で実施しますので無料
ですが、店舗や事業所、工場などの
対策工事は、自費で実施していただ
くこととなります。ご理解とご協力
をお願いします。
　詳しくは、アナログ周波数変更対
策については、東京・神奈川地域受
信対策センター1０１２０（４０）１３５０〔午
前９時～午後９時（土曜・日曜日、
祝日は午後６時まで）〕に、地上デ
ジタルテレビ放送については総務省
地上デジタルテレビ放送受信相談セ
ンター1０５７０（０７）０１０１にお問い合わ
せください。
○スポーツ科学講演会
▽とき＝３月１２日午後４時～６時▽
ところ＝座間高校体育館▽内容＝「強
くなるための最新スポーツ科学」～
イリノイ大学トレーニング最新レポ 
ート▽対象＝地域部活動・スポーツ
クラブ指導者、選手、学校ＰＴＡ、
スポーツ科学に興味のある方▽定員
＝３００人▽参加費＝無料▽持ち物＝運
動しやすい服装、上履き▽申込方法
＝電話かファクスで座間高校1０４６
（２５３）２０１１5０４６（２５２）５４５２（元橋）へ

相談はいずれも無料です。



◆平成１６年（２００４年）３月１日発行
◆座間市企画部市民情報課編集
　〒２２８-８５６６　神奈川県座間市緑ヶ丘１-１-１
　1０４６（２５５）１１１１（代） 5０４６（２５５）３５５０
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広報�

3.1
【座間市のお知らせ】

　市では、良好な生活環境を保全するため、街の緑化に努めています。公
共施設の緑化だけでなく、民間施設の緑化に関する助成もしていますので、
ご希望の方は事前に担当へご相談ください。
【民間施設緑化事業】
　民間の駐車場の緑化に対して樹木を無料で配布します。
○配布対象　１５０平方メートル以上の駐車場
○配布内容　市が購入した樹木の苗木（限度額１０万円）
【生け垣設置奨励金】
　自己敷地内への生け垣設置に対して奨励金を交付します。
○交付条件　次のすべてに該当し事前審査を受けたもの①公道または公道
　に準ずる私道（以下、道路）に面する延長が２メートル以上②設置する
　部分の高さが道路から１．５メートル以下③樹高が０．９メートル以上④
　葉が触れ合う程度に列植
○奨励金額　１メートル当たり４０００円（限度額８万円）、既存の塀を取り
　壊して設置する場合は１メートル当たり６０００円（限度額１２万円）
※緑化重点地区（入谷の一部、相模が丘、ひばりが丘）および鈴鹿・長宿
街づくり協定地区については、限度額が異なります。
担当　　　　　　　　　　　公園緑地課1０４６（２５２）７２２１ 5０４６（２５５）３５５０

 照  井 　大陸    ちゃん

てる い だ い ち

Ｈ１５．４．２２生まれ　男
ひばりが丘３丁目

 鎌  田 　はなちゃん
かま た

Ｈ１５．５．２１生まれ　女
緑ヶ丘３丁目

 平  野 　 勇 希   ちゃん

ひら の ゆう き

Ｈ１５．６．２９生まれ　男
南栗原４丁目

 大  石 　 泰 輝   ちゃん

おお いし たい き

Ｈ１５．６．３０生まれ　男
入谷５丁目

 岡  部 　泰   吾
おか べ たい

   ちゃん

ご

Ｈ１５．４．３０生まれ　男
入谷５丁目

 小  瀬 　
こ せ

 姫 可   ちゃん

ひめ か

Ｈ１５．５．１３生まれ　女
新田宿

 神  崎 　 志 歩
かん ざき し

   ちゃん

ほ

Ｈ１５．６．２生まれ　女
四ツ谷

 伊  奈  葉 　
い な ば

 智 守
とう

   ちゃん

ま

Ｈ１５．１０．４生まれ　男
相模が丘６丁目

○と　き　３月１０日（水）午後０時２０分～０時４０分
○ところ　市役所１階市民サロン
○曲　目　夢のあとで、おいで！芝生は緑！、
　夢見たものは…、荒城の月、浜辺の歌ほか
○演奏者　テノール　本田武久さん、ピアノ　藤原桂子さん

春春春春春春春春春春春春春春春光光光光光光光光光光光光光光光ののののののののののののののの野野野野野野野野野野野野野野野ににににににににににににににに、、、、、、、、、、、、、、、テテテテテテテテテテテテテテテノノノノノノノノノノノノノノノーーーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルルルルののののののののののののののの歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌声声声声声声声声声声声声声声声響響響響響響響響響響響響響響響くくくくくくくくくくくくくくく！！！！！！！！！！！！！！！

○ところ　市民文化会館（ハ 
　ー モニーホール座間）小ホ 
　ール
○講　師　関西学院大学教授
　（元三重県総務局長）村尾
　信尚さん
○申込方法　３月２６日（金）ま
　でに、直接または電話、フ 
　ァクス、電子メールで担当
　へ
※手話・要約筆記あり
担当　　　　　　企画政策課
　　　　　　1０４６（２５２）８２８７
　　　　　　5０４６（２５５）３５５０

　今、市民の皆さんと行政がより良い関係を保ち、お互い
の役割分担をしっかりと見極めた「市民と協働のまちづく
り」が求められています。そのためには、市民の皆さんの
知恵と力をさらなる市の発展に結びつけられるように、市
民参加の仕組み作りが必要です。
　そこで市では「協働のまちづくりへ２００４」と題して、市
民セミナーを開催します。市民の皆さんと座間市が共に歩
むまちづくりについて、一緒に考えてみませんか。多くの
市民の皆さんの参加をお待ちしています。
○と　き　３月２８日（日）午後７時～９時

協働のまちづくりへ�市民セミナー�市民セミナー�2 0 0 4

　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。原動機付自
転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を登録していて、廃
車・譲渡・盗難などで現在はそれらの車両を所有していない方や３月中に
転出する方は、３月３１日（水）までに下の表の提出先に届け出てください。

廃車届の提出先車　　種
市民税課1０４６（２５２）８００４
※ナンバープレート、標識交付証明書、
印を持参してください。

原動機付自転車（排気量１２５CC以下）
小型特殊自動車（フォークリフト、農耕作業
車など）　

相模自動車検査登録事務所（愛川町中
津字桜台７１８１）1０４６（２８５）００８５

二輪の軽自動車（排気量１２５CC超２５０CC以下）
二輪の小型自動車（排気量２５０CC超）

軽自動車検査協会神奈川事務所相模支
所（綾瀬市小園８４７－３）1０４６７（７８）
８８４０

三輪・四輪の軽自動車（排気量６６０CC以下）

舞台照明体験セミナー�舞台照明体験セミナー�舞台のプロフェッショナル�
に学ぼう！�

　あくしゅフォーラム実行委員会で
は、「ざまの男女共同参画社会の実
現をめざして」をテーマに講演会を
開催します。
○と　き　３月１４日（日）午後１時
　３０分～３時４０分
○ところ　市民文化会館（ハーモニ 
　ーホール座間）小ホール
○内　容　基調講演「いきいきと輝
　いて、自分らしく生きる」、ふれ
　あいコンサート
○対　象　どなたでも
○保　育　あり（原則１歳以上、おやつ代１００円、希望者
　は３月１０日（水）までに電話かファクスで担当へ）
○入　場　自由
※手話・要約筆記あり
担当　　　 市民生活課1０４６（２５２）８４８３ 5０４６（２５５）３５５０

基調講演講師
遠藤泰子さん

（フリーアナウンサー）
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バイク・軽自動車などの廃車手続きは3月中に�バイク・軽自動車などの廃車手続きは3月中に�

民間施設緑化事業民間施設緑化事業と生け垣設置奨励金生け垣設置奨励金�民間施設緑化事業民間施設緑化事業と生け垣設置奨励金生け垣設置奨励金�民間施設緑化事業と生け垣設置奨励金�民間施設緑化事業と生け垣設置奨励金�
ご利用ください！�
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　「作られた自然光・情感を助ける光を感じて…」をテーマに、照明を使 
った自然現象や心の内側の描き方などの表現方法を、舞台の専門家から学
びます。
○と　き　３月１７日（水）、２３日（火）午後７時～９時３０分
○ところ　市民文化会館（ハーモニーホール座間）小ホール
○定　員　３０人（先着順）
○参加費　無料
○申込方法　直接または電話かファクスで担当へ
担当　 生涯学習課1０４６（２５２）８４７６ 5０４６（２５２）４３１１

担当　　　　　　　　　　　　市民税課1０４６（２５２）８００４ 5０４６（２５５）３５５０電子メール　kikaku41@city.zama.kanagawa.jp
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